
01 ｜ 2023.03 ｜ The Shiba ｜ 2023.03 ｜ The Shiba ｜ 02

経常費用  内訳（116,190 千円）

事業実績

　　　　※上記の 数値 および 受益者数 等は、2023 年 2 月 9 日時点での予測数値（概算数値）です。
　　　　※ 2023 年 6 月 8 日開催予定「第 12 回通常総会議案書」にて、確定の数値が掲載されます。

特定寄附金に関する報告

■公益事業
・国税専門官等による税務研修会 年   35 回開催 受益者数 6,853 名
・国税 OB 税理士等による税務研修会 年      6 回開催 受益者数 128 名
・租税教育企画 年   13 回開催 受益者数 7,132 名
・税務広報企画 年 147 回開催 受益者数 1,301,726 名
・適正申告・納税への協力 年      4 回開催 受益者数 42 名
・地域社会への発展への寄与 年      5 回開催 受益者数 6,878 名

年 210 回開催 受益者数 1,322,759 名
■共益事業

・会員の交流事業 等 年     3 回開催 受益者数 115 名

■収益事業
・芝法人会館を活用した収益事業 等

■法人会計
・会運営等に関する費用

2022 年度（令和４年度）収支報告・事業実績
（予測・概算数値）

①経常収益計 100,410 千円
②経常費用計 116,190 千円

③当期経常増減額 ▲ 15,780 千円
（①－②）

申込一覧（敬省略）

◆ｱｰﾄ印刷 ( 株 ) ◆奥村琢磨税理士事務所 ◆ｵﾌｨｯｸｽ ( 株 )
◆ｶｻｲﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ ( 株 ) ◆共栄物産 ( 株 ) ◆ ( 宗 ) 金地院
◆佐藤文康税理士事務所 ◆三栄 ( 株 ) ◆ ( 株 ) ｼﾞｪｲﾋﾞｰﾎﾝﾀﾞｴｰﾁﾞｪﾝｼｽ
◆芝電機 ( 株 ) ◆新興運輸倉庫 ( 株 ) ◆ ( 株 ) 新橋玉木屋
◆ ( 株 ) ｽﾊﾟｯｸｴｷｽﾌﾟﾚｽ ◆ ( 株 ) 第一製版 ◆ ( 株 ) ﾀﾞｲｲﾁ ･ ﾀｲｶﾞｰ
◆ ( 株 ) ﾀｼﾛｺﾑ ◆多田毅税理士事務所 ◆田村運送 ( 株 )
◆東海ｴﾝｼﾞﾆｱ ( 株 ) ◆東京港船舶食糧品 ( 株 ) ◆ ( 学 ) 東京聖徳学園
◆日本ﾌﾚｰﾊﾞｰ工業 ( 株 ) ◆日本新聞印刷 ( 株 ) ◆日本磨料工業 ( 株 )
◆ ( 株 ) ﾊﾞｶ ･ ｻﾞ ･ ﾊﾞｯｶ ◆馬場 恵一郎 ◆馬場 恵夫
◆馬場商工 ( 株 ) ◆廣瀬由美税理士事務所 ◆松川和人税理士事務所
◆松坂運輸倉庫 ( 有 ) ◆三上昌宏税理士事務所 ◆ ( 株 ) ﾔﾏﾌﾟﾗｽ
◆吉見商事 ( 株 ) ◆ ( 株 ) ﾗｲﾝﾌﾟﾛ ◆ ( 株 ) ﾘﾝｸ ･ ｿﾘｭｰｼｮﾝ

会費収入 66,660 千円 66.4%

全・東法連 助成金 等 収入 23,500 千円 23.4%

公益事業に対する寄附金収入
（一般・特定） 1,400 千円 1.4%

公益事業における事業収入
（税務研修会 参加費収入） 795 千円 0.8%

共益事業における事業収入
（会員交流事業等 参加費収入） 760 千円 0.7%

収益事業における事業収入 7,295 千円 7.3%

収入（収益）　計　① 100,410 千円 100.0%

公益事業費
約８０％

法人会計
（管理費）公益事業費 92,758 千円 79.8%

共益事業費 4,848 千円 4.2%
収益事業費 1,668 千円 1.4%
法人会計（管理費） 16,916 千円 14.6%
支出（費用）　計　② 116,190 千円 100.0%

経常収益  内訳（100,410 千円）

【名称】  　 
『 芝法人会 Original “ 租税教育 ” 事業 』

ICT を活用した手法を織入れた、「分かりやすさ・楽しさ」を
軸にした新規企画とし、東京諸島と港区内の小学校・中学校

（芝税務署管内の小学校・中学校）同士の交流の “ きっかけ ” を創出する

【総額】下記項目に記載した募集期間中に集めた金額とする。（事業予算に基づき、1,000 千円を募集総額の目途とする）
【期間】2022 年 9 月 7 日（水） ～ 2023 年 3 月 31 日（金）
【対象】賛同する会員ならびに、会員以外の法人及び団体ならびに個人
【使途】全て、当該事業費（事業内管理費を含む）に充当する。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　→事業内容については、P6 をご覧ください。

会員の皆様からお預かりした年会費は、会員の皆様からお預かりした年会費は、
右図の円グラフのとおり右図の円グラフのとおり

「約 80％」が公益事業として充当されます。「約 80％」が公益事業として充当されます。

会費収入

助成金等収入

収益事業
収入

収支報告

募集要項

申込金額
1,000 千円

収支報告につきましては、2023 年 4 月下旬に芝法人会ホームページおよび「第 12 回通常総会議案書」に掲載いたします。

目標金額に達成しました。
ご協力ありがとうございました。
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講師が
作成した

資料のほかに
冊子を

配付しました。

新設法人説明会
始まりました！

　新型コロナウイルス感染症の影響により、開催を見合わせていた「新設法人説明会」（芝税務署　
共催）が、2023 年 2 月より、約３年ぶりに再開いたしました。
　２か月に１回の開催となりますので、新設法人の方はこの機会に是非ご参加ください。
　芝法人会会員の皆様におかれましては、対象の方がいらっしゃいましたら、お声がけいただき　
ますようお願いします。

【内容】法人税・電子帳簿保存法の概要（45 分）／消費税・インボイスの概要（40 分）／
　　　  源泉所得税（30 分）／東京都港都税事務所からのお知らせ（10 分）

【講師】芝税務署 法人課税第１部門 上席国税調査官　山城 愛弓 氏
　　　  芝税務署 法人課税第３部門 上席国税調査官　倭文 健輔 氏　ほか

【日時】2023 年 2 月 28 日（火）① 10:00 ～ 12:30　② 14:00 ～ 16:30　於：芝法人会館
【参加費】 無料

東京国税局担当官による「局調査部所管法人セミナー」
【日程】2022 年 9 月 14 日（水）於：浜松町館／ 2022 年 9 月 16 日（金）於：建築会館ホール（※） 　【回数】2 時間× 3 回
【参加費】芝法人会会員 0 円／非会員 1,000 円　【参加人数】233 名（芝法人会会員：193 名／非会員：40 名）

※申込み多数のため、9/16 分は追加開催となりました。

第１部（60 分）
【演題】インボイス作成時 及び 消費税申告の注意点
【講師】東京国税局 課税第二部 消費税課 実務指導専門官　橋場 良江 氏

第２部（60 分）
【演題】電子帳簿保存法の実務について（具体的な方法）
【講師】東京国税局 調査第一部 調査開発課 情報技術専門官　米谷 貴子 氏

参加者のコメント（一部抜粋）

・いろいろな事例をもとにご説明いただいたので、非常に有益でした。（出版・広告・印刷業）
・内容が豊富でありがたかったが、勉強不足だったため次回はもう少し時間を取ってもらえるとより理解が深まると思う。（生活関連 　　
   サービス・娯楽業）

・基礎的な部分が理解できよかった。詳細な部分は実際に開始した時点で不明な点が発生する可能性があると思うのでサポート体制を     
   しっかりお願いしたい。（コンサルティング・士業）

・感染対策をしたうえで、質疑応答の時間があればもっとよかった。（製造業）
・実務をされている方の話も聞きたかった。（商社・卸売業）

電子帳簿保存法
【日程】2022 年 11 月 28 日（月）、29 日（火）、30 日（水）　於：芝法人会館
【回数】  1.5 時間× 6 回
【講師】芝税務署 法人課税第１部門 上席国税調査官　山城 愛弓 氏
【参加費】芝法人会会員 500 円／非会員 1,000 円
【参加人数】118 名（芝法人会会員：103 名／非会員：15 名）

参加者のコメント（一部抜粋）

・資料も充実していて、説明もわかりやすかった。（製造業）
・少し受講費を上げてでも、もう少しだけ長い時間でじっくり研修をしていただきたい。
   （情報通信業・情報サービス）

・電子帳簿保存方式への理解を深めるべく参加したが、それ以外のことも理解を深めること
   ができ、運用を改めて見直すきっかけとなった。（宿泊・飲食業）

・小規模事業者にとって、今回の研修で、電帳法関連の具体的対応について理解を深める  
   ことができた。（コンサルティング・士業）

・事務担当者レベルと同様にペーパーレスに抵抗のある管理職レベルにも実施してほしい。
   （運輸・倉庫業）

2023 年 3 月～ 7 月の研修会予定

税務研修会01 　受講された皆様方のアンケート結果をもとに、タイムリーな内容や地域社会の求める情報をわかりやすく
解説する研修会を、回数・時間数にて、必要・適切な時期に開催いたしました。

2022 年度  公益事業報告「３つの柱」

日程 研修会内容 講師 参加費
会員

参加費
非会員（一般）

3月16日(木) 決算法人説明会　①・② 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
3月17日(金) 決算法人説明会　③・④ 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
3月24日(金) 芝納連共催：歴代署長による税務研修会 芝税務署 歴代署長 ¥0 ¥500

3月下旬 免税事業者対象：「消費税・インボイス」 芝税務署 担当官 ¥0 ¥0
4月上旬 個別質問会「インボイス・電帳法」 税理士 ¥0 ¥3,000

4月4日(火) 新設法人説明会　 芝税務署 担当官ほか ¥0 ¥0
4月18日(火) 「印紙税」 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000

5月中旬 免税事業者対象：「消費税・インボイス」 芝税務署 担当官 ¥0 ¥0
5月18日(木) 「源泉所得税」① 芝税務署 担当官 ¥500 ¥2,000
5月19日(金) 「源泉所得税」② 芝税務署 担当官 ¥500 ¥2,000
5月24日(水) 「電子帳簿保存法・税制改正」① 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
5月25日(木) 「電子帳簿保存法・税制改正」② 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
5月30日(火) 「インボイス・税制改正」① 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
5月31日(水) 「インボイス・税制改正」② 芝税務署 担当官 ¥500 ¥1,000
6月16日(金) 新設法人説明会　 芝税務署 担当官ほか ¥0 ¥0

6月下旬 個別質問会「インボイス・電帳法」 税理士 ¥0 ¥3,000
7月下旬 免税事業者対象：「消費税・インボイス」 芝税務署 担当官 ¥0 ¥0

研修会日程：2023/2/9 現在

　アンケートで要望の多かった
より実務的な内容や、質問の多い事項等を

盛り込み開催しました。

次回開催予定日
2023 年 4 月 4 日（火）

14:00 ～ 16:30

令和 3 年度において、税法税務の研修参加率が高い単位会として、公益財団法人 全国法人会総連合より
表彰されましたので、ご報告申し上げます。
※これは、全国の法人会のうち「研修参加率上位 40 会」までが表彰されるものです。

研修会の詳細・最新情報およびお申込みは、芝法人会ホームページ「研修事業のご案内」をご覧ください。
研修会開催日の約 1 ヵ月前からお申込みいただけます。
ホームページの『オンラインメンバー』（※）にご登録いただくと、最新情報がメールで届きますので、この機会にご登録ください。

※オンラインメンバーは、芝法人会会員・非会員に関係なく、無料でご登録いただけます。
　オンラインメンバー登録をご利用いただくことで、研修会等に簡単にお申込みができ、
　マイページから、申込状況の確認・キャンセル（期限内）もできます。

税務研修会  申込方法
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税に関する絵はがきコンクール開催
　2010 年度より開催している「税に関する絵はがきコンクール（国税庁後援）」。本事業は、絵はがきを描くことを通じて、税金は
毎日の生活の中でどのように役立っているのかを知っていただき、関心を深めていただくために毎年実施しています。本年度は、            
芝税務署管内の公立小学校３年生～６年生を対象に開催し、17 校・364 作品ご応募いただきました。
　ご協力いただきました保護者の皆様、学校関係者の皆様、誠にありがとうございました。
　子どもたちが楽しく税について考え学ぶ、大切な機会の一つです。今後もより充実・推進してまいります。

令和４年度 中学生の「税についての作文」、税の標語、
税に関する絵はがきコンクールの優秀作品集を製作し
芝税務署管内の公立小中学校 47 校に、配付しました。

受賞された皆様、誠におめでとうございます！

租税教室 実績一覧

＊特定寄附金対象事業 ＊　
『 芝法人会 Original “ 租税教育 ” 事業 』 

下記の公益事業は、全て皆様の寄附により行われています。下記の公益事業は、全て皆様の寄附により行われています。
ご寄附いただきました皆様、誠にありがとうございました。ご寄附いただきました皆様、誠にありがとうございました。

（→寄附についての詳細は、P2 をご覧ください。）

対象事業　　6 月   8 日 ( 水 ) 八丈町立三根小学校　23 名
　　　　　　6 月 15 日 ( 水 ) 大島町立つばき小学校、大島町立さくら小学校、大島町立つつじ小学校　49 名

事業内容　　芝税務署内見学および租税教室（講師：芝法人会青年部会員、佐藤奈織美、MAG!C ☆ PRINCE）

参加条件　　学校行事で参加可能であること／租税教室を行うこと

来年度（2023 年度）も租税教育事業を検討しております。
特定寄附金の募集も引き続き行いますので、ご協力のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

租税教育企画

　2022 年度、弊社の租税教育事業については、新型コロナ     
ウイルス感染症の対策を取りながら、学校訪問型租税教室を  
はじめ、コロナの影響により中止となっていた、八芳園での　

「小中学生の『税についての作文等の表彰式』」を開催したりと、
徐々に「ウィズコロナ」に向けて変わりつつあります。

02
時流に即し、租税教育事業を実施

　外的環境が変わろうと、税を考える ” きっかけ ” をつくるため、
租税教育事業の継続に努めてまいりますので、会員の皆様に　
おかれましては、今後とも、ご理解とご協力のほど、何卒よろ
しくお願い申し上げます。
　

芝税務署長賞

港区立赤羽小学校
4 年   呉 星柔 さん

東京都港都税事務所長賞

八丈町立三根小学校
６年   菊池 真由 さん

港区長賞

港区立芝浜小学校
６年   朴 在珉 さん

港区教育委員会賞

港区立小中一貫教育校
お台場学園 港陽小学校
５年   江田 奏子 さん

芝納税貯蓄組合連合会 会長賞  大島町立さくら小学校 5 年 千葉そら音さん／東京税理士会芝支部 支部長賞  港区立御成門小学校 6 年 馬場希遥さん／公益社団　　
法人芝法人会 会長賞  神津島村立神津小学校 3 年 石田ともかさん／芝酒類商連合会 会長賞  小笠原村立小笠原小学校 6 年 加藤海悠さん／一般社団法人芝青色　　
申告会 会長賞  八丈町立三原小学校 6 年 大澤陽那さん／芝間税会 会長賞  港区立高輪台小学校 6 年 大貫夏子さん／芝優申会 会長賞  利島村立利島小学校 6 年 五味
咲月さん／公益事業委員長賞  三宅村立三宅小学校 5 年 櫻田真波さん／女性部会長賞  港区立御田小学校 6 年 布谷美晴さん

　応募総数

● 絵はがき：364 作品（17 校）
● 作文：541 編（18 校）
● 標語：小学 651 作品（16 校）／中学 687 作品（19 校）

　2022 年度は、新型コロナウイルス感染症の対策を取りながら、租税教室や小中学生を対象とした
「税についての作文」等の表彰式を開催しました。

日程 学校 人数 コマ数
5 月 17 日（火） 港区立港南小学校 233 2
5 月 31 日（火） 港区立御成門小学校 60 2
6 月 8 日（水） 八丈町立三根小学校　＊ 23 1

6 月 15 日（水） 大島町立つばき小学校／大島町立さくら小学校／大島町立つつじ小学校　＊ 19/19/11  1
6 月 21 日（火） 港区立高輪台小学校 115 3
6 月 24 日（金） 港区立御田小学校 77 2
7 月 2 日（土） 港区立白金小学校 96 3

7 月 15 日（金） 港区立小中一貫教育校 白金の丘学園 白金の丘小学校 134 4
9 月 21 日（水） 港区立小中一貫教育校 お台場学園 港陽小学校 63 1
11 月 7 日（月） 港区立芝浜小学校 17 1
12 月 2 日（金） 港区立赤羽小学校 67 2
2 月 17 日（金） 港区立芝浦小学校 162 5

講師：佐藤奈織美、青年部会（港区内 30 ～ 40 代の法人経営者で構成）6 名                            　　　　　　　※ 2023/2/9 現在

写真右上：佐藤奈織美（女優）
芝税務署広報大使・芝法人会スペシャルサポーター

↑写真左から　佐藤奈織美、MAG!C ☆ PRINCE  平野泰新・大城光・永田薫

計 2 日
4 校・72 名

2022 年度 公益事業報告「３つの柱」
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税務広報企画
　2022 年度は、新型コロナウイルス感染症の対策を取りながら、街頭税務広報や地域密着型の広報活動を
再開いたしました。

税を考える週間　税務広報活動

　国税庁では、毎年 11 月 11 日～ 17 日の期間を「税を考える
週間」と定め、納税意識の高揚と税知識の普及に努めています。
今年度のテーマ「これからの社会に向かって」に則り、税の　

税金クイズ＆税務広報

　2022 年 10 月 8 日（ 土 ）、9 日（ 日 ） に ３ 年 ぶ り に「 第 41
回 みなと区民まつり」が開催されました。増上寺周辺では　　　

「芝税務署関係民間七団体」としてブースを出し税務広報を　
行い、芝公園の「芝法人会 青年部会・女性部会」ブースでは、

今回の「みなと区民まつり」では、SDGs の観点から、プラスチックの使用が禁止に。
これまで配付していたノベルティや広報物にはプラスチックの袋を使用していた為、今回は新たに「e-Tax 紙封筒」を作成。

芝法人会は、東京都や港区の指導をいただきながら、環境問題にも取り組んでまいります。

税務広報＆租税教育企画   「LINE LIVE ＆ Instagram LIVE」

　リアルタイムでの動画配信サービスを利用し、高校生から　
新社会人のみなさんを対象とした番組を制作しています。
　弊社スペシャルサポーター・佐藤奈織美さん（女優）のほか、

2023 年度（令和５年度）
事業計画・収支予算（概算数値）

※ 2023 年 6 月 8 日開催予定「第 12 回通常総会議案書」にて、
　 確定の数値が掲載されます。

03

日にち 時間 場所 配付部数

11 月 7 日（月） 12:00 ～ 12:30 JR 新橋駅前広場（ニュー新橋ビル SL 広場側入口前） 100 部

11 月 11 日（金） 14:00 ～ 14:30 JR 品川駅港南口 200 部

11 月 11 日（金） 15:15 ～ 15:45 JR 田町駅三田口 100 部

11 月 17 日（木） 11:45 ～ 12:15 JR 新橋駅前広場（ニュー新橋ビル SL 広場側入口前） 100 部

ことを考える “ きっかけ ” の創出を図るべく、関係団体の協力
体制のもと、芝税務署広報大使である佐藤奈織美さんとともに、
各地で税務広報活動を行いました。

児童と保護者を対象とした税金クイズを実施しました。
　中村芝税務署長をはじめとした芝税務署幹部の皆様、そして、
関係民間団体の役員の皆様にもご参加いただき、インボイス等
のチラシを約 500 部配付しました。

SNS でも知名度が高いワタナベエンターテインメント所属の
ボーイズグループ等を起用し、「税」への関心を高めてもらう
ための活動を展開しております。

■公益事業
・国税専門官等による税務研修会 年 27 回開催 受益者数 1,125 名
・国税 OB 税理士等による税務研修会 年   8 回開催 受益者数 360 名
・租税教育企画 年 17 回開催 受益者数 1,310 名
・税務広報企画 年 17 回開催 受益者数 996,190 名
・適正申告・納税への協力 年   5 回開催 受益者数 15 名
・地域社会への発展への寄与 年   2 回開催 受益者数 1,000 名

年 76 回開催 受益者数 1,000,000 名
■共益事業

・会員の交流事業 等 年 21 回開催 受益者数 700 名

■収益事業
・芝法人会館を活用した収益事業 等

■法人会計
・会運営等に関する費用

①経常収益計 100,000 千円
②経常費用計 112,200 千円

③当期経常増減額 ▲ 12,200 千円（①－②）

2022 年度 公益事業報告「３つの柱」

【回数】LINE LIVE：15 回／ Instagram LIVE：14 回　※ 2023/2/9 現在
【出演者】

MC：佐藤奈織美
MAG!C ☆ PRINCE（平野泰新・大城光・永田薫）、Hi ☆ Five（加藤大悟、野口友輔）、林拓磨、谷真理佳（SKE48）

今後のスケジュール（予定）
LINE LIVE

第 16 回　2023 年 2 月 16 日（木）
第 17 回　2023 年 3 月 15 日（水）
第 18 回　2023 年 3 月 28 日（火） 

Instagram LIVE
第 15 回　2023 年 3 月    1 日（水）
第 16 回　2023 年 3 月 31 日（金）

※詳細は、芝法人会公式 Twitter を
ご覧ください。

　過去の配信動画は
　芝法人会公式 Instagram
　よりご覧いただけます。

≪経常収益 内訳≫
会費収入 65,000 千円 65.0%
全・東法連 助成金 等 収入 22,900 千円 22.9%
公益事業に対する寄附金収入

（特定） 1,000 千円 1.0%

公益事業における事業収入
（税務研修会 参加費収入） 1,200 千円 1.2%

共益事業における事業収入
（会員交流事業等 参加費収入） 1,760 千円 1.8%

収益事業における事業収入 8,140 千円 8.1%
収入（収益）　計　① 100,000 千円 100.0%

≪経常費用 内訳≫
公益事業費 86,070 千円 76.7%
共益事業費 7,285 千円 6.5%
収益事業費 1,845 千円 1.6%
法人会計（管理費） 17,000 千円 15.2%
支出（費用）　計　② 112,200 千円 100.0%

事業計画

収支予算
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YouTube「国税庁動画チャンネル」に掲載
東京国税局協力「スマホから手軽に確定申告！」動画制作

　芝法人会は、2021 年より、東京国税局の協力のもと、弊社
スペシャルサポーターの佐藤奈織美さんを起用した e-Tax 利用
推進動画を制作しています。
　本年度は、『スマホ専用画面でマイナンバーカードを使って
e-Tax ！編』と『カメラで撮影して源泉徴収票の自動入力編』
の ２ 種 類 を 制 作 し、2023 年 1 月 17 日（ 火 ） か ら YouTube             

「国税庁動画チャンネル」に掲載され、東京国税局管内を中心

青年部会 卒業式
「2022 年度合同卒業式～３年ぶりだよ！全員集合！～」

　新型コロナウイルスの影響で２年間、卒業式が行えず、その間に多数の先輩方が卒業となりました。
　今回はその２年分の卒業式、そして今年度の卒業式を合同で執り行いました。

【参加条件】　芝法人会 青年部会員・OB の方
【開催日時】　2022 年 12 月 6 日 ( 火 )  18:30 ～ 20:30
【会　　場】　八芳園  6F  エタニティ（港区白金台 1-1-1 ／ 0570-064-128）　
【参  加  費】　現役：10,000 円／ OB：12,000 円
【参  加  者】　卒業生 8 名／現役 26 名／ OB・歴代署長他 20 名

　自動車税種別割は、毎年４月１日現在、自動車検査証（車検証）に登録されている所有者（割賦販売の場合は
使用者）の方に課税されます。自動車を譲渡したときは移転登録、廃車したときは抹消登録の手続が必要です。
管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で手続をお済ませください。
　＊令和５年３月３１日（金）までに手続をお済ませください。

information 東京都港都税事務所 ・港区

自動車の移転手続・廃車手続はお済みですか？

とする各地の大型ビジョンやデジタルサイネージなどで放映  
されています。
　令和４年分の確定申告の期間中も、密や長時間の滞留を避け、
非対面・非接触での手続きが求められています。
　そのため本動画は、税務署に来庁しなくても自宅等から　　
24 時間、スマートフォンでさらに簡単に、気軽に申告ができる
ことを周知することを目的としています。

引越しをしたときには、自動車の変更登録の手続きが必要です。

４月から固定資産税における土地・家屋の価格などがご覧になれます（23 区内）

お問合せ先　　　東京都自動車税コールセンター▶ TEL.03-3525-4066 国土交通省
ウェブサイト

　引越しをしたときは、管轄の運輸支局又は自動車検査登録事務所で自動車の変更登録の手続が必要です。手続が遅れま
すと、自動車税種別割の納税通知書が届かないなどのトラブルの原因となります。
　やむを得ず手続が遅れる場合は、電子申請や電話等により、納税通知書の新しい送付先住所を
お知らせください。

お問合せ先　　　東京都自動車税コールセンター▶ TEL.03-3525-4066 主税局 HP

・対象：令和５年１月１日現在、23 区内に土地・家屋を所有する納税者   
・内容：所有資産が所在する区で課税されている土地・家屋の価格など ( 縦覧帳簿）
・期間：令和 5 年 4 月３日（月）から令和 5 年６月３０日（金）まで（土・日・休日を除く）
・時間：８時 30 分から 17 時まで
・場所：土地・家屋が所在する区にある都税事務所
納税通知書は令和 5 年 6 月１日（木）に発送予定です。詳細は、主税局 HP または下記問合せ先へ

お問合せ先　　　【港区にある物件について】港都税事務所▶ TEL.03-5549-3800 （代表）

●インボイス制度無料相談窓口
インボイス制度について無料で相談が可能な窓口を開設しています。
ご利用に当たっては事前に予約が必要ですので、ご注意ください。
◇開設日時：毎週月曜日及び金曜日
　※３月のみ隔週で実施しています。詳細は以下の予約窓口まで。

インボイス制度への対応はお済みですか？

予 約 窓 口 　　　港区産業振興課専用コールセンター▶ TEL.03-6435-4620（平日 9 時から 17 時まで）

　港区は、建築物からの二酸化炭素排出量を削減し、地球温暖化を防止するため、「港区民の生活環境を守る建築物の　
低炭素化の促進に関する条例」に基づき、「港区地球温暖化対策報告書制度」を運用しており、一定規模以上（延べ面積　
1 万㎡以上等）の事業所の所有者様から、前年度の事業所のエネルギー使用量等を報告いただいています。令和５年度に
ついても、報告期限（12 月 31 日）までに報告いただくようお願いします。
　　対象　以下のいずれかに該当する区内事業所
　　・延べ面積 1 万㎡以上
　　・東京都地球温暖化対策報告書制度の対象
　　・東京都総量削減義務と排出量取引制度の対象
　　期限　毎年 12 月 31 日
　　内容　エネルギー使用量及び二酸化炭素排出量の報告
　　（港区地球温暖化対策報告書（第７号様式※）及び地球温暖化対策報告書提出書（第８号様式）の港区への提出）　　
※「東京都地球温暖化対策報告書制度」又は「東京都総量削減義務と排出量取引制度」の対象となっている区内事業所に
　ついては、東京都に報告した書類を港区地球温暖化対策報告書（第７号様式）の代わりとして港区へ報告可能です。
詳細は、港区ホームページをご覧ください。

一定規模以上の事業所は、エネルギー使用量等の報告が必要です。

お問合せ先 　　　環境リサイクル支援部環境課地球温暖化対策担当▶ TEL.03-3578-2477

港区 HP




